
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人高橋武夫、同椎木緑司の上告理由第一点、第二点について。

　本件遺言書作成の経過、遺言書の形式および記載文字の筆跡等所論の点に関する

原審の事実の認定は、挙示の証拠に照らし是認しうる。所論は右原審の認定した事

実と異なる事実関係を前提として原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。

　同第三点について。

　記録に徴すれば、所論調停の申立または訴の提起が、所論のように遺留分減殺請

求権の行使の意思表示を包含するものとは認められない。また、本件において上告

人が予備的に主張した遺留分減殺請求の訴については、更に相続財産の相続開始当

時の価額、遺贈財産の相続開始当時の価額、本件不動産の所在地、内容等を具体的

に検討しなければならないから、原審における本件訴訟進行の状況に照らし、右予

備的訴を審理し、訴訟を完結することは、訴訟手続を著しく遅滞せしめるべきこと

は推測するに難くない。それ故、これと同趣旨において右予備的請求を却下した原

審の判断は正当であり、所論の違法は認められない。

　同第四点について。

　遺言書が数葉にわたるときであつても、その数葉が一通の遺言書として作成され

たものであることが確認されれば、その一部に日附、署名、捺印が適法になされて

いる限り、右遺言書を有効と認めて差支えないと解するを相当とする。それ故右と

同趣旨の原判決は結局正当であつて、所論の違法は認められない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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